
小・中学生向け消費者教育教材
「かしこい消費者のススメ」
を活用した講師派遣のご案内

愛知県では、小・中学校からの申込みに応じて、無料で講師を学校に派遣し、「かしこい
消費者のススメ」を活用した出前授業等を実施しています。

〜問合せ先・発行〜
愛知県県民文化局県民生活課消費生活相談・消費者教育グループ
〒４６０-８５０１ 名古屋市中区三の丸３-１-２
０５２-９５４-６６０３

トラブルに遭ったり、
不安な場合はお早めに
ご相談ください。

消費者ホットライン

188（いやや︕）
局番
なし

身近な消費生活
相談窓口につながります。

無料

授業の内容 学校からのご要望に応じて、授業で取扱う内容は相談させていただきます。
クイズやワーク形式などで、実践的に学ぶことができます！

小学生の内容例 中学生の内容例

お申し込みにあたっての留意点
原則、開催予定日の50日前まで申込時期

無料講師費用

裏面の講師派遣依頼書に必要事項を記入の上、
FAX（052-961-1317）でお申し込みください。

申込方法

開催場所は、申込者側でご用意ください。その他
依頼書はホームページからダウンロードの上、
メールでもお申し込みいただけます。
メール：kenminseikatsu@pref.aichi.lg.jp

活用場面例 ・出前授業（家庭科や社会科、総合的な学習の時間の授業）
・学校公開日の講演会
・PTA研修会 など 保護者の方も対象です。

mailto:kenminseikatsu@pref.aichi.lg.jp


様式第２号（第５条関係） 
  年  月  日 

 
愛知県県民文化局県民生活部県民生活課長 様 
 

申込者氏名 
 
若年消費者教育（実践的授業・かしこい消費者のススメ）に係る講師派遣申込書 

 
私は、下記のとおり若年消費者教育（実践的授業）の講師派遣を申し込みます。 

記 

 
 

申 込 者 
 
 

学校・団体等名： 
責任者名：  
担当者名：  
住  所：〒 
電話番号：   
(E-mail：                  ) 

開 催 希 望 日 時 
（クラスごとの授業を希望する場

合は時間を分けてください） 

第１希望      年   月   日（ ） 
①   時  分 ～  時  分  
②   時  分 ～  時  分  
③   時  分 ～  時  分  
第２希望      年   月   日（ ） 
①      時  分 ～  時  分  
②     時  分 ～  時  分  
③     時  分 ～  時  分  

開 催 場 所 

① 会 場   
② 住 所  

③ 場 所 
１ 普通教室      ２ 講堂・体育館 

３ その他（             ） 

備 品 ・ 機 材 

（ 該 当 する番 号 を○で囲 む） 

１ ﾊﾟｿｺﾝ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄ(ﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝﾄ) ２ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ利用 

３ ＤＶＤ再生 ４ プロジェクター ５ スクリーン  

６ マイク 本 ７ その他（        ） 

対 象 者 等 
（例）小学校５年生・保護者 

            
人 数     人 

対 象 教 科 等 
（ 該 当 する番 号 を○で囲 む） 

１ 社会科 ２ 家庭科 ３ 総合的な学習の時間 
４ 学校行事等（               ） 

講 座 内 容 
（ 該 当 する番 号 を○で囲 む） 

【小学生】１ 契約 ２ お金の使い方 ３ 環境のことを考える 

４ プリペイドカード  ５ 消費者トラブル 

【中学生】１ 契約 ２ 支払方法 ３ エシカル消費 

４ 悪質商法 ５ 消費者トラブル 

最 寄 駅 ・ バ ス 停 か ら 
会 場 ま で の 経 路 

ＪＲ ・ 近鉄 ・ 名鉄 ・ 地下鉄 ・（   ）バス 
（    ）駅・バス停から          分 

講師派遣を知ったきっかけ 

（ 該 当 す る 番 号 を ○ で 囲 む ） 

１ 前回利用した ２ ﾘｰﾌﾚｯﾄ ３ あいち暮らしっく 

４ あいち暮らしＷＥＢ ５ その他（     ） 

申込にあたっての承諾事項 
（確認の上、□欄に✓を記入してください） 

□ 講座中における申込担当者の立ち合いをお願いします
（トラブル、非常時対応のため）。 

□ 動画撮影は原則お断りしています。 
 

愛知県県民文化局県民生活部県民生活課 行   FAX 052-961-1317  


